
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○対 象 者： 学生の方…町田市在学又は在住の高校生相当年齢以上 

       2人以上の場合は、半数以上が学生であれば学割が適用されます 

※高校生相当年齢以上とは、「15歳に達する日の翌日以後の 

最初の 4月 1日をむかえた方」をいいます。） 

○時 間： 午後 5：30 ～ 午後 10：00 

○料金の例： ホール   2,080円 →1,040 円  

第２会議室Ａ 400円 → 200 円 

○申 込 み： 施設予約完了後、学生証を持参のうえ、各施設の業務時間内に窓口へ 

お越しください。 

ダンスや演劇、学習

などでも使えます！ 

 

半額！ 

 

 

 
 

会議室・和室なら 

飲食可能！ 
 

 

町田 センター 学割 検索 

 

 

その他の市民センター、 

コミュニティセンターでも 

夜間の施設利用に限り 

学割が適用されます！ 

金額などについては、各センターに 

お問い合わせください。 

 

★☆★詳細はホームページをご覧ください★☆★ 

「まちだ施設案内予約システム」で貸出施設の空き

状況が確認できます！ 

くわしくは 

 

申込み・お問い合わせ先 

町田市役所 なるせ駅前市民センター 

受付時間 平日・第２、４日曜  

８：３０－１７：００ 

🏠 東京都町田市南成瀬１－２－５ 

☎ ０４２－７２４－２５１１ 

 



サークルの集まりとか、学生でも個人・団体登録って

できるのかな？ 
 

 

 

 

 

 

個人・団体登録をすると、 

サークルで市民センター等の 

施設が利用できます！ 

個人・団体登録 をすると、各施設の窓口に行かなくても 

町田市の集会学習施設の予約 ができるようになります！ 

※夜間の学割申請は、窓口受付のみとなりますので、ご注意ください。 
 

詳しくは、下記のリンクやＱＲコードからご確認ください！ 
 

▼まちだ施設案内予約システム 個人・団体登録のオンライン申請について▼ 

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/riyou/meet/ 

siseturiyoutourokuonrainsinsei.html 

大学のサークルでも登録ができます！ 

・代表者が市内在住、在学 

・団体登録の場合は構成員(５人以上)のうち 

半数以上が市内在住、在学 

などの登録要件を満たしていると、窓口、もしくは 

自宅からオンラインでの個人・団体登録が可能です！ 

そもそも「まちだ施設案内予約システム」とは？ 

個人・団体登録の要件など、詳しい内容はこちらから✨ 

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/riyou/meet/guidebook.html 


